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以上の結果を踏まえ、居住誘導区域を以下の通り設定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

居住誘導区域 

※１：「土砂災害ハザード区域及び家屋倒壊等氾濫想定区域」「工業専用地域」「浸水深３.０ｍ以上の浸水想定区域が
広く連坦するエリア」「工業系用途地域（既存の工業団地もしくは産業エリア）」は含まない 

※２：「居住誘導区域に含まない条件に該当するエリア」は含まない 
※３：居住誘導区域内・都市機能誘導区域内の災害ハザード区域のみ表示 

※３ 

居住誘導区域※1 

駅西地区 

駅東地区 仙石地区 


